
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
日
本
国
内
の
全

住
民
に
通
知
さ
れ
る
、
一
人
ひ
と

り
異
な
る
12
ケ
タ
の
番
号
で
す
。
個
人
が

特
定
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
住
所
地
や
生
年

月
日
な
ど
と
関
係
の
無
い
番
号
が
割
り
当

て
ら
れ
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
平
成

28
年
１
月
以
降
、
社
会
保
障
や
税
務
関
係

の
書
類
を
作
成
す
る
際
に
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
活
用
に

よ
り
、
例
え
ば
、
福
祉
や
年
金
の
申
請
の

際
に
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
が

減
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
政
手
続
き
が

簡
素
化
さ
れ
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
「
通
知
カ
ー
ド
」
で

送
付
さ
れ
ま
す
。
特
別
な
場
合
を
除
き
、
生

涯
変
わ
り
ま
せ
ん
の
で
、
受
け
取
っ
た
ら
大

切
に
保
管
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
（
紛
失
す

る
と
再
発
行
手
数
料
が
掛
か
り
ま
す
。
）

　
原
則
と
し
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
住
民
票

の
世
帯
ご
と
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
一
人
暮
ら
し
で
、
病
院
・
施
設
に
居
る
な

ど
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
住
民
票
の

住
所
で
「
通
知
カ
ー
ド
」
を
受
け
取
る
こ
と

の
で
き
な
い
方
は
、
現
在
の
居
所
に
「
通
知

カ
ー
ド
」
を
送
付
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
の

で
、
町
住
民
生
活
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

□
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の「
通
知
カ
ー
ド
」

　（
材
質
は
紙
）

　
個
人
番
号
、
氏
名
、
住
所
、
生
年

　
月
日
、
性
別
が
記
載
さ
れ
て
い
ま

　
す
。
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

□「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
の
申
請
書

　
と
返
信
用
封
筒

□
説
明
書

マ 10
月
か
ら
全
町
民
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
送
付
さ
れ
ま
す

マイナンバー
キャラクター
マイナちゃん

住
民
票
の
住
所
に

通
知
が
届
き
ま
す

カ
ー
ド
が
届
い
た
ら

書
類
の
中
身
を
確
認
す
る

災害対策

税務関係の手続き

社会保障関係の手続き

平成28年１月以降、
マイナンバーは、こんな場面で
必要となります

●年金の資格取得や確認、給付　　　　
●雇用保険の資格取得や確認、給付
●ハローワークの事務
●医療保険の給付の請求
●福祉分野の給付、生活保護

●税務署に提出する
　確定申告書、届出書、法定調書
●町に提出する
　申告書、給与支払報告書
●勤務先への届出

●防災、災害対策に関する事務
●被災者生活再建支援金の給付
●被災者台帳の作成事務

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
簡
易
書
留
で
届
き
ま

す
。
以
下
の
３
つ
が
入
っ
て
い
る
か
確
か
め

ま
し
ょ
う
。

通
知
は
、世
帯
ご
と
に
送
付
さ
れ
ま
す
の
で

大
切
に
保
管
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
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暗
証
番
号
を
設
定

し
個
人
番
号
カ
ー

ド
を
交
付

問●町住民生活課　戸籍年金班　☎０１８７（８４）４９０３　町総務課　総務班　☎0187（84）1111

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
と
は
、
個
人
番
号
、
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
、
性
別
に
加

え
て
顔
写
真
と
IC
チ
ッ
プ
を
搭
載
し
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
カ
ー
ド
で
す
。
顔
写

真
が
載
っ
て
い
る
の
で
、
本
人
確
認
で
き
る
公
的
身
分
証
明
書
と
し
て
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
IC
チ
ッ
プ
に
記
録
さ
れ
る
電
子
証
明
を
用
い
て
、ｅ
‐

Ｔ
a
x
な
ど
の
電
子
申
請
に
も
利
用
で
き
ま
す
。

※

個
人
番
号
カ
ー
ド
は
無
料
で
取
得
で
き
ま
す
が
、
顔
写
真
は
ご
自
身
で
用
意
し

　

て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

平
成
28
年
１
月
以
降
、
ご
本
人
が
役
場
の

窓
口
で
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
に

は
、
次
の
３
つ
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
「
通
知
カ
ー
ド
」の
下
部
が
、「
個
人
番
号
カ
ー

ド
」
の
申
請
書
に
な
っ
て
い
ま
す
。
必
要
事
項

を
記
入
し
、
顔
写
真
を
貼
っ
て
、
返
信
用
封
筒

に
入
れ
て
郵
便
ポ
ス
ト
へ
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
で
顔

写
真
を
撮
影
し
、
所
定
の
フ
ォ

ー
ム
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
申
請
す
る

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
受
け
取
る

希
望
す
る
方
は
、身
分
証
明
書
と
し
て
も

使
え
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
申
請
で
き
ま
す

❷
オ
ン
ラ
イ
ン
で
申
請

❶
郵
送
で
申
請

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請
方
法
は
二
通
り
あ
り
ま
す
。

□
大
切
に
保
管
し
て
い
た「
通
知
カ
ー
ド
」

□
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
準
備
が
で
き
た

　

こ
と
を
知
ら
せ
る「
交
付
通
知
書
」

□
運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
書
類

■通知カードはこのような形式で送付されます 「通知カード」の受領と
「個人番号カード」交付の流れ通知カード部分 個人番号カード申請部分

各
世
帯

町
住
民
生
活
課

地
方
公
共
団
体

情
報
シ
ス
テ
ム
機
構

通
知
カ
ー
ド
発
送

個
人
番
号
カ
ー
ド

の
申
請
書
を
受
領

通
知
カ
ー
ド
受
領

大
切
に
保
管

▶
個
人
番
号
カ
ー
ド
イ
メ
ー
ジ
図 （裏）

（表）

（裏）（表）
個
人
番
号
カ
ー
ド

を
申
請
（
希
望
者

の
み
）

個
人
番
号
カ
ー
ド

を
作
成

交
付
通
知
書
を

発
行

【 】
13

4

2
本
人
が
来
庁
し
て

個
人
番
号
カ
ー
ド

を
受
領

5

（裏）（表）

★「個人番号カード」交付の際、「通知カード」は回収します。両方は所持できません。
★住民基本台帳カードをお持ちの方は、個人番号カードを取得した時点で、住民
　基本台帳カードを廃止し回収します。両方は所持できません。

6

※「地方公共団体情報システム機構」は、市町村の委託を受けて、通知カードの送付や個人番号カードの作成などを行う団体です。
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